
 

 

徳島県 

徳島県では、「連携・協働」及び「通級による指導担当者」の研修コアカリキュラム案を活

用した『研修の実践』として、次の取組が行われた。 

・教育と福祉が連携した「地域支えあい隊プロジェクト（合同研修会）」の実施  

・e-ラーニング教材開発 

・特別支援教育コーディネーターの専門性向上を目指した研修体系の再構築  

・通級による指導担当教員や特別支援教育コーディネーターの専門性向上を目指した研修

体系の構築 

 

１．（人材育成の）現状 

徳島県では，以前より，発達障害の当事者やその家族をとりまく環境として，教育分野や福

祉分野が切れ目なくつながり，それぞれの分野でうまくいっている手法を共有するという考え方

が重視されてきた。そのために，福祉機関や福祉現場との連携の重要性を認識し，数年前から

さまざまな施策に反映させてきたところである。 

具体的には，年に数回合同研修を実施したり，教育または福祉関係者の研修会等に，講師

を相互派遣したりして連携を図ってきたが，ベースとなる考え方の共有や共通のカリキュラム等

は存在せず，相互理解を深めることが主目的であった。 

徳島県教育委員会が推進している「ポジティブな行動支援」の手法は教育だけでなく，福祉

など対人援助職全般にとって必要な考え方である。また，ポジティブな行動支援の背景となる

応用行動分析学をベースとした問題解決手法を支援者間の「共通言語・共通の支援」とする

ことで，具体的で実効性のある発達障害児・者支援を切れ目なく推進することができるが，福

祉現場にその考え方が浸透しているとは言い難い状況があった。 

 

２．（人材育成プロジェクトの）取組の概要 

１）徳島県では，発達障害に係る教育と福祉の支援人材育成の具体的取組として「地域支え

あい隊プロジェクト」に取り組んだ。 

地域支えあい隊プロジェクトでは，福祉部局と企画から連携し，参加者募集でも協働した。

本プロジェクトに合わせて新たに開設した「ステップアップ講座」の開設にあたっては，研修会

講師と研修内容の共通理解を図るために事前の協議を複数回行うなど，「研修企画者のため

県が施策として進める「ポジティブな行動支援」や応用行動分析学をベースとし
た問題解決手法を支援者間の「共通言語・共通の支援」として，具体的で実効
性のある発達障害児・者支援を推進する。
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の連携・協働に関するコアカリキュアム（以降，コアカリ）」のＢ「指導・支援」のシラバスを参考

にアセスメントや特性に応じた指導支援などが網羅できるように，研修内容を企画した。（資料

１地域支えあい隊参加者募集チラシ ） 

またコアカリの共通のＢ「指導・支援」で本県がねらいとする部分を中核とし，専門的な立場

からの知見を提供いただくため大学の准教授に講義を依頼した。「特性に応じた指導支援」に

ついて，科学的根拠のある一般化された指導支援手法の１つとして，県が推進するポジティブ

な行動支援を中心に内容を組み立てた。 

行動の原理や ABC 分析などの具体的な活用方法などの内容，教育と福祉など多職種間

の連携についての意義や考え方の基本などの内容，についてコアカリの「指導支援」の内容を

踏まえ講義や演習を行った。 

また，新型コロナウイルス感染症の拡大の影響もあり，他の研修の先駆けとして，いち早く研

修のオンライン化を採り入れた。 

福祉機関からの参加者の勤務時間に対応し，どの講座も平日の午前中や土曜日や日曜日

になどに開催した。 

福祉事業所の中には，コロナ対策で職員に厳しい自粛を課しているところが多く，Ｚｏｏｍで

の研修は大変好評であった。 

２）e ラーニングの新規問題作成（作成問題の一覧  資料２  特別支援まなびの広場 資料３） 

徳島県では，従来より特別支援教育についての基礎的な知識の習得を後押しするため，℮ラ

ーニングを設定してきた。そこでコアカリの共通項目のＥをベースに，これまでには作成していな

かった発達障害者支援法などの分野に関する問題を新規に作成した。「地域支えあい隊プロ

ジェクト」の受講者にこれを公開する予定であったが，コロナの影響により実現できなかった。  

 

３）特別支援教育コーディネーター研修会内容見直し及び通級による指導担当者研修会内容

見直し 

  また，本県では，既存の通級指導担当教員や特別支援教育コーディネーターを対象とする

研修会についても，研修企画者を中心に，研修コアカリキュラムの内容を参考にしながら研修

内容の見直しや一部オンライン化などに取り組んだ。特別支援教育コーディネーター研修会と

通級による指導担当者研修会について，本年度コアカリを参考に見直しを行った。いままでの

研修内容を一覧にして，コアカリのどの部分を満たしているのか，不足しているのか，把握した。  



 

 

 しかし，折からのコロナ禍や働き方改革による教員研修の見直しを受け，研修日数が大幅に

カットされたため内容を精選・縮小することになった。さらに研修のオンライン化を進めることにな

り，地域支えあい隊でのオンライン研修の経験がとても役立った。 

 

３．成果と課題 

成果 

〇コアカリをベースとした福祉部局との連携による支援人材の育成  

コロナ禍の中でも研修会を実施することができたことの意義は大きい。特に感染対策のポイ

ントを押さえ，多様な受講者ニーズにきめ細かく対応し，Zoomなどの対応をいち早くしたことが

成果につながった。 

また，今回の取組を通じて，地域支えあい隊のプログラムを企画する上で，コアカリはベース

であり，根拠とするべきものであると感じた。福祉部局との連携でもコアカリを積極的に活用し

ていきたいと考えている。コアカリを活用して研修内容を検討するなど，「共通言語」としてとら

えたい。11 月 13 日 発達障害者支援専門員養成研修プログラム（徳島県立発達障がい者

総合支援センター「ハナミズキ」主催）2月 11日 放課後児童支援員等資質向上研修会（県

庁次世代育成・青少年課主催）の開催など，福祉部局との連携も今まで以上に深まってきて

いる。 

〇Ｗｉｔｈコロナ・Ａｆｔｅｒコロナ時代を踏まえた研修のオンライン化  

このプロジェクトを受けたときには，コロナ禍など思いもよらなかったが，コロナ禍により，オン

ライン化が促進された。Ｗｉｔｈコロナ・Ａｆｔｅｒコロナ時代を見据えた研修の在り方を考えるよい

機会になった。 

  地域支えあい隊プロジェクトを開催できたことで，集合型研修とオンライン型研修のメリットが

あらためてわかった。両方のよいところを採り入れ，成果を，次年度以降の研修企画や運用に

活かしていきたい。 

課題 

当初は，地域支えあい隊でｅラーニングを活用する予定であったが，今回コロナ禍の影響に

より実現しなかった部分があった。次年度以降，県として「地域支えあい隊」を継続する予定で

あるので，ｅラーニングを成果として積極的に活用していきたい。 

徳島県としては今後も，コアカリの「共通」部分の「Ｂ：指導・支援」について，さらなる研修

企画を推進していきたい。また地域支えあい隊プロジェクトの中で，「C：家族支援」についても

講座設ける予定である。 

実際に福祉部局と連携する際に研修の企画や運営など，いろいろな話し合いで積極的にコ

アカリを使っていきたい。発達障害児・者とその家族への支援を継続的に実施していく必要性

を改めて強く感じている。 

 

 （徳島県立総合教育センター  樋口 直樹） 

 

 

 
 



 

 

【資料１】 地域支え合い隊プロジェクト 

 

 
 



 

 

【資料２】 ｅラーニング問題 「障がい児・者の福祉に関する法律・条約とその概念」  

 

【第１問】 

次の文を読んで（  ）に当てはまる言葉を選びなさい。 

２００６（平成１８）年、国連で採択された（  ）は障害児・者を治療や保護の客体  

ではなく、人権の主体としてとらえることを前提としている。 

【選択肢】 

１）児童の権利に関する条約 

２）ノーマライゼーション推進条約  

３）障害者の権利に関する条約 ○ 

４）インクルージョン推進条約 

【解説】 

正解は「３の障害者の権利に関する条約」です。 

法的な拘束力を持つ本条約が採択・発効されたことにより、世界における障害児・者に対する  

福祉施策を進める上で大きな意味を持ちました。 

---------------------------------------------------------------- 

【第２問】 

次の文を読んで（  ）に当てはまる言葉を選びなさい。 

障害者の権利に関する条約は、従来からある障がいの捉え方も変えた。従来，障がいは疾病や  

外傷などの個人的な問題で、医療を必要とするという「医学モデル」の考え方を反映していた。 

しかし本条約では、障害は主に（  ）によって作られた問題であるという「社会  

モデル」の考え方を反映するようになった。 

【選択肢】 

１）家族との関係性 

２）国家との関係性 

３）福祉との関係性 

４）社会との関係性 ○ 

【解説】 

正解は「４の社会との関係性」です。 

その後の法律や制度の基本的な考え方として「地域社会での共生」や、「社会参加の機会確

保」などが重視されるようになりました。 

---------------------------------------------------------------- 

【第３問】 

次の文を読んで（  ）に当てはまる言葉を選びなさい。 

日本では障害者の権利に関する条約を２００７（平成１９）年に署名し、それ以降、批准に向けた  

国内法や関連制度の整備に取り組んできた。その１つである障害者基本法の改正を通して、障 

害者が日常生活又は社会生活を営む上で（  ）となるような社会における事物・制度・慣  

行・観念等について、除去するように規定された。 

【選択肢】 

１）不自由 

２）障壁 ○ 

３）垣根 

４）隔壁 

【解説】 

正解は「２の障壁」です。 

いわゆる「社会的障壁」のことです。 

「合理的配慮」などの考え方が出てくるきっかけとなりました。 

---------------------------------------------------------------- 



 

 

【第４問】 

次の文を読んで（  ）に当てはまる言葉を選びなさい。 

障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）は、２

０ 

１３（平成２５）年に施行された。その中で、総合的な自立支援システムの構築を目指して、障害  

福祉サービスや地域生活支援事業などが規定されている。（  ）の認定結果によって 

利用できるサービスの種類や量などが異なるために、希望がすべてかなうとは限らないもの 

の、基本的には障がい者自身がどのサービスを利用するか、選択できる仕組みになっている。 

【選択肢】 

１）障害程度区分 

２）障害サービス区分 

３）障害支援区分 ○ 

４）障害給付区分【解説】  

正解は「３の障害支援区分」です。 

「・・・標準的な支援の度合いを総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分」と定義さ 

れています。区分は 6 段階に分かれており，区分 6 が支援が必要な割合が最も高くなってい 

ます。 

---------------------------------------------------------------- 

【第５問】 

「障害支援区分」の調査項目のうち、最も多いものはどれでしょう。選択肢から選びなさい。  

【選択肢】 

１）行動障がいに関連する項目 ○ 

２）移動や動作等に関連する項目  

３）意思疎通等に関連する項目  

４）身の回りの世話や日常生活等に関連する項目  

【解説】 

正解は「１ 行動障がいに関連する項目」です。 

感情が不安定・自らや他人を傷つける行為・暴言暴行・対人不安や緊張など、３４項目からなっ  

ています。 

---------------------------------------------------------------- 

【第６問】 

発達障害者支援法は、２０１６（平成２８）年に改正された。 

その総則第一条（目的）に記されていない事がらを選びなさい。 

【選択肢】 

１）発達障害の早期発見・発達支援  

２）障害によって分け隔てられない共生社会の実現  

３）発達障害者に対する就労支援  

４）障害者相談支援センターの指定 ○ 

【解説】 

正解は「４の障害者相談支援センターの指定」です。正しくは「発達障害者支援センターの指

定」 

です。 

発達障害者支援法では、都道府県知事が社会福祉法人などを指定する又は自らが設置者とな

って、「発達障害者支援センター」を置くように定めています。 

---------------------------------------------------------------- 

【第７問】 

「発達障害者支援センター」の機能として、法律に規定されていないものを選びなさい。 

【選択肢】 



 

 

１）発達障害者に対する障害支援区分の認定 ○ 

２）医療、教育など関係機関や民間団体等の従事者に対する発達障害についての情報の提供  

及び研修 

３）発達障害の早期発見、早期の発達支援に資するため、発達障害者及びその家族、その他関  

係者に対する専門的な相談、助言や情報の提供  

４）発達障害者に対する専門的な発達支援と就労の支援  

【解説】 

正解は「１の発達障害者に対する障害支援区分の認定」です。 

障害支援区分の認定については、市町村により設置された審査会が行います。 

---------------------------------------------------------------- 

【第８問】 

発達障害者支援法に規定されている「発達障害」について、あてはまるものをすべて選びなさい。 

【選択肢】 

１）学習障害 ○ 

２）注意欠陥多動性障害  ○ 

３）自閉症 ○ 

４）愛着障害 

５）アスペルガー症候群 ○ 

６）広汎性発達障害 ○ 

【解説】 

正解は「１、２、３、５、６」です。 

最新のＤＳＭ５（米国・精神障害の診断と統計マニュアル）では、発達障害は「神経発達症」、自

閉症や広汎性発達障害は、「自閉スペクトラム症」、注意欠陥多動性障害は「注意欠如・多動

症」、学習障害は「限局性学習症」と名称や診断基準が変更されています。常に最新の情報を

得るように心がけましょう。 

注）DSM はアメリカ合衆国の国内基準ですので，情報の取扱は慎重に行うとともに，ICD など 

他の情報ソースからの情報も合わせて収集するように心がけましょう。 

---------------------------------------------------------------- 

【第９問】 

次の文は障害児・者の福祉の概念の１つについて説明したものです。当てはまるものを選択肢  

から選びなさい。 

「自らの意思を表明することが困難な障害当事者の意思を、援助者が代弁すること。障害当事  

者の権利を擁護するという広い意味でも使われる。」  

【選択肢】 

１）アカウンタビリティ 

２）アウトリーチ 

３）アイスブレイク 

４）アドボカシー ○ 

【解説】 

正解は「４ アドボカシー」です。 

障害当事者が自ら意思表明し、自己の権利を守るという意味で「セルフアドボカシー」という言  

葉も登場しています。 

---------------------------------------------------------------- 

【第１０問】 

次の文は障害児・者の福祉の概念の１つについて説明したものです。当てはまるものを選択肢  

から選びなさい。 

「障害者や社会的マイノリティの人たちを含めたすべての人たちがお互いを認め合い、支え合  

って社会の一員として包み、共生していくこと。」  



 

 

【選択肢】 

１）ダイバーシティ 

２）インクルージョン ○ 

３）ノーマライゼーション 

４）エンパワメント【解説】  

正解は「２ インクルージョン」です。 

近年では、ダイバーシティ（多様性の尊重・多様な人材の積極的活用）と相互補完する概念とし 

て考えられることが多くなりました 

 
【資料３】 徳島県立総合教育センター 特別支援まなびの広場リーフレット（別添）  

 


